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　会　計　別

区　　　分　　
         

１．歳 入 総 額
         

２．歳 出 総 額
　　歳 入 歳 出
３．　　　　　 差 引 額

４．翌　年　度　へ　繰　越　す　べ　き　財　源

(1)継　続　費
   逓次繰越額

(2)繰越明許費
   繰　越　額

(3)事故繰越し
   繰　越　額

計
５．実質収支額

実質収支額のうち

地方自治法第233条

の２の規定による

基 金 繰 入 額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

一般会計
32,212,709,577 29,786,801,390 2,425,908,187 12,300,000 220,391,308 0 232,691,308 2,193,216,879 0

国民健康保険事業費特別会計
8,232,042,628 8,195,046,471 36,996,157 0 0 0 0 36,996,157 0

交通災害共済事業費特別会計
57,333,926 20,637,550 36,696,376 0 0 0 0 36,696,376 0

介護保険事業費特別会計
7,401,856,411 6,829,628,035 572,228,376 0 0 0 0 572,228,376 0

後期高齢者医療事業費特別会計
1,231,466,708 1,147,725,868 83,740,840 0 0 0 0 83,740,840 0

総　　　　　　　計 49,135,409,250 45,979,839,314 3,155,569,936 12,300,000 220,391,308 0 232,691,308 2,922,878,628 0

備　　　考

１．この調書の様式は、地方自治法施行規則第１６条の２の規定により各会計ごとに、別表として調整する
　　ような様式で定められているが、取扱いの利便と見やすいことを考慮して一覧表とした。

２．水道事業会計及び公共下水道事業会計は、地方公営企業法の適用をうけ、別に決算されるのでこの調書
　　に掲載していない。


